
架空請求に関する相談の状況

（備考）PIO－NETに登録された消費生活相談情報（平成30年５月31日までの登録分）
平成12年度から平成19年度までは国民生活センター「消費生活年報2017」による。
「架空請求」とは身に覚えのない代金の請求に関するもの。
平成20年度以降は消費生活センター等からの経由相談は含まない。
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○ 架空請求に関する相談件数は、約20万件で、全相談件数の２割以上。

参考資料



（備考）PIO－NETに登録された消費生活相談情報（平成30年６月30日までの登録分）
「架空請求」とは身に覚えのない代金の請求に関するもの。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

２

(万件)

○ 平成29年に⼊り相談件数は増加傾向が続く。
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（備考） 平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

【参考：独立行政法人国民生活センター作成：「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

３

(万件)

【男性】 【女性】

○ 50歳代以上の⼥性の相談が急増。
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（備考） 平成30年5月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

(年度)

（万件）

４

架空請求に関する消費生活相談件数の推移
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ハガキに関する架空請求の相談 電子メール、ＳＭＳ等に関する架空請求の相談 その他

○ ハガキによる架空請求が急増。

(注)

(注) SMSとは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービスのこと。



★公的機関に類似した
名称

他には、
国民訴訟通達センター

民間訴訟告知センター
など

★タイトル
他には、

「総合消費料金
未納分」など

東京都内の
消印

【例】記載された電話番号に電話すると、弁護⼠のものとする電話番号を教
えられ、そこに電話すると、弁護⼠と称する者が対応し、⽰談のための着⼿
⾦の名⽬で⾦銭の⽀払いを求められた。⽀払いは教えられた⽀払番号を利⽤
してコンビニで⾏った。

【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

５

○ 急増するハガキに関する架空請求の例。



★未納料金の発生

★脅かし
・法的手続への
移行
・訴訟に移行

【例】SMSに記載された電話番号に電話すると、コンビニにおいてプリペイド
カードを購⼊し、購⼊したカード番号を教えるよう指⽰された。

★電話番号の明記

【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」、消費者庁「ＳＭＳを用いて有料動画の未納料金の名目
で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起」、「ＳＭＳを用いて有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする
「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起」】 ６

★実在の事業者をかたる場合がある。

例：アマゾンジャパン、ヤフーサポートセンター、
ＤＭＭコンテンツ

○ SMSに関する架空請求の例。



年度
既支払額１円以上

の件数
合計額
(億円)

平均額
(万円)

最高支払額
(万円)

平成25 784 3.6 46 2,717

平成26 1,282 7.3 57 2,100

平成27 2,208 8.0 36 2,530

平成28 2,616 9.7 37 2,000

平成29 2,987 13.2 44 5,100

（備考）合計額及び平均額については四捨五入した額。
平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。消費生活センター等からの経由相談は含まない。

【参考：独立行政法人国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています－心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！－」】

７

※既支払額とは、実際に消費者が事業者に支払った金額を指す。

既支払額１円以上の件数、合計額及び平均額の推移

○ 既⽀払額の合計額は、約13億円。平均額は、約44万円（最⾼⽀払額は5100万円）。



既支払額 件数

１円～５万円未満 498

５万円～10万円未満 437

10万円～50万円未満 1,564

50万円～100万円未満 281

100万円～500万円未満 177

500万円～1000万円未満 15

1000万円～2000万円未満 ８

2000万円～3000万円未満 ３

3000万円～4000万円未満 ２

4000万円～5000万円未満 ０

5000万円以上 ２

（備考） 平成30年５月31日までのPIO‐NET登録分から集計。
消費生活センター等からの経由相談は含まない。

８

架空請求に関する相談における既支払額別件数分布（平成29年度）

○ 既⽀払額は、10万円〜50万円未満が多い。


